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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（令和３年４月１日）（新旧対照表） 

（主な変更点）  

（下線部分は改定箇所） 

変 更 案 現  行 

序文 

（略） 

令和３年３月 18日には、感染状況や医療提供体制・公

衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行

い、全ての都道府県が緊急事態措置区域に該当しないこ

ととなったため、緊急事態措置を実施すべき期間とされ

ている３月 21 日をもって緊急事態措置を終了した。 

 

緊急事態宣言の解除後は、「緊急事態宣言解除後の新型

コロナウイルス感染症への対応」（令和３年３月 18 日新

型コロナウイルス感染症対策本部とりまとめ。以下「緊

急事態宣言解除後の対応」という。）を踏まえ、社会経済

活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死

亡者の発生を可能な限り抑制するための取組を進めてい

序文 

（略） 

その後、令和３年３月 18日に、感染状況や医療提供体

制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評

価を行い、全ての都道府県が緊急事態措置区域に該当し

ないこととなったため、緊急事態措置を実施すべき期間

とされている３月 21 日をもって緊急事態措置を終了し

た。 

今後は、「緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感

染症への対応」（令和３年３月 18 日新型コロナウイルス

感染症対策本部とりまとめ。以下「緊急事態宣言解除後

の対応」という。）を踏まえ、社会経済活動を継続しつつ、

再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を可能

な限り抑制するための取組を進めていくこととする。 
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くこととする。 

令和３年４月１日に、感染状況や医療提供体制・公衆

衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、

感染の再拡大を防止する必要性が高いこと等から、法第

31 条の４第１項に基づき、まん延防止等重点措置を実施

すべき期間を令和３年４月５日から令和３年５月５日ま

での 31日間とし、まん延防止等重点措置を実施すべき区

域（以下「重点措置区域」という。）を宮城県、大阪府及

び兵庫県とする公示を行った。 

 

 （略） 

 

一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 

（略） 

（緊急事態宣言発出の考え方） 

国内での感染拡大及び医療提供体制・公衆衛生体制の

ひっ迫の状況（特に、分科会提言におけるステージⅣ相

当の対策が必要な地域の状況等）を踏まえて、全国的か

つ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影

響を及ぼすおそれがあるか否かについて、政府対策本部

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 

（略） 

（緊急事態宣言発出の考え方） 

国内での感染拡大及び医療提供体制・公衆衛生体制の

ひっ迫の状況（特に、分科会提言におけるステージⅣ相

当の対策が必要な地域の状況等）を踏まえて、全国的か

つ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影

響を及ぼすおそれがあるか否かについて、政府対策本部
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長が新型インフルエンザ等対策推進会議基本的対処方針

分科会（以下「基本的対処方針分科会」という。）の意見

を十分踏まえた上で総合的に判断する。 

（略） 

（まん延防止等重点措置の終了の考え方） 

 都道府県の感染及び医療提供体制・公衆衛生体制のひ

っ迫の状況（特に、まん延防止等重点措置を実施してい

る区域の感染状況が、都道府県全域に感染を拡大させる

おそれがない水準か等）を踏まえて、政府対策本部長が

基本的対処方針分科会の意見を十分踏まえた上で総合的

に判断する。 

 

令和３年４月１日に、感染状況や医療提供体制・公衆

衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、

感染の再拡大を防止する必要性が高いこと等から、法第

31 条の４第 1 項に基づき、まん延防止等重点措置を実施

すべき期間を令和３年４月５日から令和３年５月５日ま

での 31日間とし、重点措置区域を宮城県、大阪府及び兵

庫県とする公示を行った。 

 

長が基本的対処方針等諮問委員会の意見を十分踏まえた

上で総合的に判断する。 

 

（略） 

（まん延防止等重点措置の終了の考え方） 

 都道府県の感染及び医療提供体制・公衆衛生体制のひ

っ迫の状況（特に、まん延防止等重点措置を実施してい

る区域の感染状況が、都道府県全域に感染を拡大させる

おそれがない水準か等）を踏まえて、政府対策本部長が

基本的対処方針諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総

合的に判断する。 

 

（新設） 
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新型コロナウイルス感染症については、以下のような

特徴がある。 

（略） 

・ 現在、従来よりも感染しやすい可能性のある変異

株やワクチンが効きにくい可能性のある変異株が世

界各地で報告されている。国立感染症研究所による

と、N501Y の変異がある変異株は、英国で確認された

変異株(VOC-202012/01) 、南アフリカで確認された

変異株（501Y.V2）、ブラジルで確認された変異株

（501Y.V3）、フィリピンで確認された変異株がある。

この変異株については、従来株よりも感染しやすい

可能性がある。また、英国や南アフリカで確認され

た変異株については、重症化しやすい可能性も指摘

されている。また、E484Kの変異がある変異株は、南

アフリカで確認された変異株、ブラジルで確認され

た変異株、フィリピンで確認された変異株がある。

このほか、「N501Yの変異はないが E484K の変異があ

る変異株」が、現在、我が国において確認されてい

る。この E484K の変異がある変異株については、従

来株より、免疫やワクチンの効果を低下させる可能

新型コロナウイルス感染症については、以下のような

特徴がある。 

（略） 

・  現在、従来よりも感染しやすい可能性のある変異

株やワクチンが効きにくい可能性のある変異株が世

界各地で報告されている。国立感染症研究所による

と、N501Y の変異がある変異株は、英国で確認された

変異株(VOC-202012/01) 、南アフリカで確認された

変異株（501Y.V2）、ブラジルで確認された変異株

（501Y.V3）、フィリピンで確認された変異株がある。

この変異株については、従来株よりも感染しやすい

可能性がある。また、英国で確認された変異株につい

ては、重症化しやすい可能性も指摘されている。ま

た、E484K の変異がある変異株は、南アフリカで確認

された変異株、ブラジルで確認された変異株、フィリ

ピンで確認された変異株がある。このほか、「N501Y

の変異はないが E484K の変異がある変異株」が、現

在、我が国において確認されている。この E484K の

変異がある変異株については、従来株より、免疫やワ

クチンの効果を低下させる可能性が指摘されてい
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性が指摘されている。 

（略） 

（略） 

 

二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な

方針 

（略） 

①～③ （略） 

④ 重点措置区域においては、都道府県が定める期間、

区域等において、飲食を伴うものなど感染リスクが

高く感染拡大の主な起点となっている場面等に効果

的な対策を徹底する。 

⑤ 感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着や

「感染リスクが高まる「５つの場面」」を回避するこ

と等を促すとともに、事業者及び関係団体に対して、

業種別ガイドライン等の実践と科学的知見等に基づ

く進化を促していく。 

⑥ 的確な感染防止策及び経済・雇用対策により、感

染拡大の防止と社会経済活動の維持との両立を持続

的に可能としていく。 

る。 

  （略） 

（略） 

 

二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な

方針 

（略） 

①～③ （略） 

（新設） 

 

 

 

④ 感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着や

「感染リスクが高まる「５つの場面」」を回避するこ

と等を促すとともに、事業者及び関係団体に対して、

業種別ガイドライン等の実践と科学的知見等に基づ

く進化を促していく。 

⑤ 的確な感染防止策及び経済・雇用対策により、感 

染拡大の防止と社会経済活動の維持との両立を持続

的に可能としていく。 



6 

 

⑦ 感染の再拡大が認められる場合には、政府と都道

府県が密接に連携しながら、重点的・集中的な PCR

検査や営業時間短縮要請等を実施するとともに、ま

ん延防止等重点措置を機動的に活用するなど、速や

かに効果的で強い感染対策等を講じる。 

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要

事項 

（１）・（２） （略） 

（３）まん延防止 

１）～５）（略） 

６）緊急事態措置区域から除外された都道府県におけ

る取組等（重点措置区域にあっては後述７） 

（略） 

７）重点措置区域における取組等 

 

① 重点措置区域である都道府県においては、「緊急

事態宣言解除後の対応」を踏まえるとともに、ま

ん延防止等重点措置が、地域の感染状況に応じて、

期間・区域、業態を絞った措置を機動的に実施で

⑥ 感染の再拡大が認められる場合には、政府と都道

府県が密接に連携しながら、重点的・集中的な PCR 検

査や営業時間短縮要請等を実施するとともに、まん

延防止等重点措置を機動的に活用するなど、速やか

に効果的で強い感染対策等を講じる。 

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要

事項 

（１）・（２） （略） 

（３）まん延防止 

１）～５）（略） 

６）緊急事態措置区域から除外された都道府県におけ

る取組等 

(略) 

７）まん延防止等重点措置を実施すべき区域における 

取組等 

① まん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下

「重点措置区域」という。）である都道府県におい

ては、まん延防止等重点措置が、地域の感染状況に

応じて、期間・区域、業態を絞った措置を機動的に
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きる仕組みであり、発生の動向等を踏まえた集中

的な対策により、地域的に感染を抑え込み、都道

府県全域への感染拡大、更には全国的かつ急速な

まん延を防ぐ趣旨で創設されたものであることを

踏まえ、感染リスクが高く感染拡大の主な起点と

なっている場面に効果的な対策を徹底するため、

後述８）に掲げる基本的な感染防止策等に加え、

以下の取組を行うものとする。 

また、都道府県知事は、区域を指定するに当た

って市町村単位や一定の区画を原則とするなど、

区域、期間及び業態を定めるに当たっては、効果

的な対策となるよう留意する。 

・ 感染リスクが高いと指摘されている飲食の場

を避ける観点から、都道府県知事が定める期間

及び区域において、法第 31条の６第１項等に基

づき、飲食店に対する営業時間の短縮（20時ま

でとする。ただし、酒類の提供は 11 時から 19

時までとする。）の要請を行うこと。なお、改正

法の施行により、命令、過料の規定が設けられ

たことを踏まえ、その手続に関しては、別途通

実施できる仕組みであり、発生の動向等を踏まえ

た集中的な対策により、地域的に感染を抑え込む

ことで、全国的かつ急速なまん延を防ぐ趣旨で創

設されたものであることを踏まえ、感染リスクが

高く感染拡大の主な起点となっている場面に効果

的な対策を徹底するため、後述８）に掲げる基本的

な感染防止策等に加え、以下の取組を行うものと

する。 

 また、都道府県知事は、区域を指定するに当たっ

て市町村単位や一定の区画を原則とするなど、区

域、期間及び業態を定めるに当たっては、効果的な

対策となるよう留意する。 

 ・ 感染リスクが高いと指摘されている飲食の場

を避ける観点から、都道府県知事が定める期間

及び区域において、法第 31条の６第１項等に基

づき、飲食店（新規陽性者の数等、地域の感染状

況を踏まえて、酒類の提供を行う飲食店や接待

を伴う飲食店等とすることもあり得るが、その

場合、感染防止効果について、政府と連携しなが

ら、十分検討を行うものとする。）に対する営業
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知する手続に沿って行うこと。 

 

 

 

 

 

・ 地域の感染状況等に応じて、都道府県知事

の判断により、上記の重点措置を講じるべき

区域（以下「措置区域」という。）以外の地域

において、法第 24条第９項に基づき、飲食店

等に対する営業時間の短縮の要請を行うこ

と。 

・ いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発 

している状況に鑑み、法第 24 条第９項に基

づき、飲食を主として業としている店舗にお

いて、カラオケを行う設備を提供している場

合、当該設備の利用自粛を要請すること。 

・ 地域の感染状況等に応じて、都道府県知事

の判断により、法第 31 条の６第１項に基づ

き、「入場をする者の整理等」「入場をする者

時間の短縮の要請を行うこと。営業時間につい

ては、地域の感染の状況等を踏まえて、都道府県

知事が適切に判断すること。また、改正法の施行

により、命令、過料の規定が設けられたことを踏

まえ、その手続に関しては、別途通知する手続に

沿って行うこと。 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 
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に対するマスクの着用の周知」「感染防止措

置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の

飛沫による感染の防止に効果のある措置（飛

沫を遮ることができる板等の設置又は利用

者の適切な距離の確保等）」等、令第５条の５

に規定される各措置について飲食店に対し

て要請を行うこと。 

・ 不要不急の外出自粛を徹底すること及び施

設に人が集まり、飲食につながることを防止

する必要があること等を踏まえ、別途通知す

る飲食店等以外の令第 11 条第１項に規定す

る施設（特に、大規模な集客施設）について

も、営業時間や入場整理等について同様の働

きかけを行うこと。 

・ 法第 24 条第９項に基づき、業種別ガイドラ

インを遵守するよう要請を行うこと。その

際、ガイドラインを遵守していない飲食店等

については、個別に要請を行うことを検討す

ること。 

・ 上記の各要請に当たっては、関係機関とも

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

・ 法第 24 条第９項に基づき、業種別ガイドラ

インを遵守するよう要請を行うこと。 

 

 

 

・ これらの要請に当たっては、関係機関とも連 
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連携し、営業時間の短縮等や業種別ガイドラ

インの遵守を徹底するための対策・体制の強

化を行い、原則として措置区域内の全ての飲

食店等に対して実地に働きかけを行うこと。 

・ 法第 31 条の６第２項に基づき、上記により

営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店に

みだりに出入りしないよう、住民に対して要請

等を行うこと。併せて、法第 24 条第９項に基

づき、日中も含めた不要不急の外出・移動の自

粛や混雑している場所や時間を避けて行動す

ることや、感染対策が徹底されていない飲食店

の利用を自粛すること等について、住民に対し

て協力の要請を行うことを検討すること。 

（略） 

・ 事業者に対して、職場への出勤等について、 

「出勤者数の 7割削減」を目指すことも含め接

触機会の低減に向け、在宅勤務（テレワーク）

や、出勤が必要となる職場でもローテーション

勤務等を更に徹底するよう働きかけること。 

・ 措置区域内における、高齢者施設等の従業者

携し、営業時間の短縮等や業種別ガイドライン

の遵守を徹底するための対策・体制の強化を行

い、できる限り個別に施設に対して働きかけを

行うこと 

・ 法第 31 条の６第２項に基づき、上記により

営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店等

にみだりに出入りしないよう、住民に対して要

請等を行うこと。併せて、法第 24 条第９項に

基づき、日中も含めた不要不急の外出・移動の

自粛等について、住民に対して協力の要請を行

うことも検討すること。 

 

 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 
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等に対する検査の頻回実施や、高齢者施設や医

療機関で感染が発生した場合における保健所

による感染管理体制の評価や支援チームの派

遣、検査の実施等による感染制御・業務継続支

援の徹底を行うとともに、政府が行う、検査前

確率が比較的高いと考えられる場所等に対す

るモニタリング検査拡充への積極的な協力や、

措置区域内の歓楽街等で陽性者が出た場合の

重点的検査の実施を行うこと。 

・ 病床・宿泊療養施設確保計画に沿って、すぐ

に患者を受け入れられる病床・居室を計画上の

最大数に速やかに移行するとともに、感染者急

増時の緊急的患者対応への切り替えに向けた

準備（医療提供体制への負荷が高まった場合の

入院基準の明確化、パルスオキシメーターの活

用や健康観察業務の外部委託等による自宅療

養における健康観察体制の確保等）を行うこ

と。 

 

  ②・③ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

②・③ （略） 
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８）～12） （略） 

（４）医療等 

① 重症者等に対する医療提供に重点を置いた入院医

療の提供体制の確保を進めるため、厚生労働省と都

道府県等は、関係機関と協力して、次のような対策を

講じる。 

（略） 

・ 都道府県等は、患者が入院、宿泊療養、自宅療養

をする場合に、その家族に要介護者や障害者、子供

等がいる場合は、市町村福祉部門の協力を得て、ケ

アマネジャー、相談支援専門員、児童相談所等と連

携し、必要なサービスや支援を行うこと。 

・ 都道府県等は、変異株が確認された患者等につい

て、適切に入院措置・勧告を行うこと。また、地域

の感染状況等を踏まえ、変異株が確認された軽症者

等について、丁寧に健康観察を実施のうえ、宿泊施

設での療養を要請すること。厚生労働省は、国立感

染症研究所と連携して、変異株の国内症例の評価・

分析を行い、この結果を踏まえ、変異株の症例の退

院基準等について検討すること。 

８）～12） （略） 

（４）医療等 

① 重症者等に対する医療提供に重点を置いた入院医

療の提供体制の確保を進めるため、厚生労働省と都

道府県等は、関係機関と協力して、次のような対策を

講じる。 

（略） 

・ 都道府県等は、患者が入院、宿泊療養、自宅療養

をする場合に、その家族に要介護者や障害者、子供

等がいる場合は、市町村福祉部門の協力を得て、ケ

アマネジャー、相談支援専門員、児童相談所等と連

携し、必要なサービスや支援を行うこと。 

（新設） 
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（略） 

②～⑨ （略） 

 

（５）経済・雇用対策 

現下の感染拡大の状況に応じ、その防止を最優先と

し、予備費を活用するなど臨機応変に対応することと

する。昨年春と夏の感染拡大の波を経験する中、感染対

策とバランスをとりつつ、地域の感染状況や医療提供

体制の確保状況等を踏まえながら、感染拡大の防止と

社会経済活動の維持との両立を図ってきた。具体的に

は、政府は、令和２年度第 1 次補正予算を含む「新型コ

ロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月 20日

閣議決定）及び令和２年度第２次補正予算の各施策を、

国・地方を挙げて迅速かつ着実に実行することにより、

感染拡大を防止するとともに、雇用の維持、事業の継

続、生活の下支えに万全を期してきた。今後、令和２年

度第３次補正予算を含む「国民の命と暮らしを守る安

心と希望のための総合経済対策」（令和２年 12 月 8 日

閣議決定）や「新たな雇用・訓練パッケージ」（令和３

年２月 12 日策定）、「非正規雇用労働者等に対する緊急

  （略） 

②～⑨ （略） 

 

（５）経済・雇用対策 

現下の感染拡大の状況に応じ、その防止を最優先と

し、予備費を活用するなど臨機応変に対応することと

する。昨年春と夏の感染拡大の波を経験する中、感染対

策とバランスをとりつつ、地域の感染状況や医療提供

体制の確保状況等を踏まえながら、感染拡大の防止と

社会経済活動の維持との両立を図ってきた。具体的に

は、政府は、令和２年度第 1 次補正予算を含む「新型コ

ロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月 20日

閣議決定）及び令和２年度第２次補正予算の各施策を、

国・地方を挙げて迅速かつ着実に実行することにより、

感染拡大を防止するとともに、雇用の維持、事業の継

続、生活の下支えに万全を期してきた。今後、令和２年

度第３次補正予算を含む「国民の命と暮らしを守る安

心と希望のための総合経済対策」（令和２年 12 月 8 日

閣議決定）や「新たな雇用・訓練パッケージ」（令和３

年２月 12 日策定）、「非正規雇用労働者等に対する緊急
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支援策」（令和３年３月 16 日新型コロナに影響を受け

た非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議

決定）、「新型コロナの影響を特に受けている飲食・宿泊

等の企業向けの金融支援等について」（令和３年３月 23

日策定）を含む各種の経済支援策、さらには令和３年度

当初予算を、国・地方を挙げて迅速かつ着実に実行する

ことにより、医療提供体制の確保やワクチンの接種体

制等の整備をはじめとする新型コロナウイルス感染症

の感染拡大の防止に全力を挙げ、感染症の厳しい影響

に対し、雇用調整助成金や実質無利子・無担保融資等に

より雇用・事業・生活をしっかり守っていく。その上で、

成長分野への民間投資を大胆に呼び込みながら、生産

性を高め、賃金の継続的な上昇を促し、民需主導の成長

軌道の実現につなげる。今後も感染状況や経済・国民生

活への影響を注意深く見極め、公平性の観点や円滑な

執行等が行われることにも配慮しつつ、引き続き、新型

コロナウイルス感染症対策予備費の適時適切な執行に

より、迅速・機動的に対応する。 

 

（６） （略） 

支援策」（令和３年３月 16 日新型コロナに影響を受け

た非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議

決定）を含む各種の経済支援策、さらには令和３年度当

初予算を、国・地方を挙げて迅速かつ着実に実行するこ

とにより、医療提供体制の確保やワクチンの接種体制

等の整備をはじめとする新型コロナウイルス感染症の

感染拡大の防止に全力を挙げ、感染症の厳しい影響に

対し、雇用調整助成金や官民の金融機関による実質無

利子・無担保融資等により雇用・事業・生活をしっかり

守っていく。その上で、成長分野への民間投資を大胆に

呼び込みながら、生産性を高め、賃金の継続的な上昇を

促し、民需主導の成長軌道の実現につなげる。今後も感

染状況や経済・国民生活への影響を注意深く見極め、公

平性の観点や円滑な執行等が行われることにも配慮し

つつ、引き続き、新型コロナウイルス感染症対策予備費

の適時適切な執行により、迅速・機動的に対応する。 

 

 

 

（６） （略） 
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